
 

 鳥取市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

鳥取市条例第２０号 

鳥取市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 鳥取市立病院使用料及び手数料条例（昭和３５年鳥取市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 

別表第１診断料及び検査料の部脳ドックの項を削り、同表処置料の部人工妊娠中

絶の項中「４３，２００」を「診療報酬の算定方法により算定した額を勘案して管理

者が別に定める額」に改める。 

第２条 鳥取市立病院使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める。 

別表第１中備考以外の部分を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

分類 種別 単位 料金（円） 

室料加算料 個人室 特別室Ａ １日 １１，０００

特別室Ｂ １日 ９，３５０

特別室Ｃ １日 ８，２５０

Ａ室 １日 ５，５００

Ｂ室 １日 ３，３００

 新生児室 １日 ５００



 

 

死体検案処置

料 

普通死体 １件 ８，５８０

変死体 １件 １７，１６０

分べん料 時間内分べん １件 １０８，０００

時間外分べん １件 １２８，０００

深夜分べん １件 １４８，０００

不妊治療料 体外受精・胚移植 １件 ２１３，５９８

配偶子卵管内移植 １件 ２１３，５９８

顕微受精 １件 ３２０，３８６

受精卵凍結保存 １回 ５５，０００

受精卵融解胚移植 １回 ４４，０００

精子凍結保存 １回 ３３，０００

人工授精（洗浄を含む。）・

検査 

１回 ４，４００

卵管内人工授精・処置 １回 １１，０００

人工授精・処置 １回 ４，４００

先進医療料 上皮性卵巣がん、卵管がん又

は原発性腹膜がんに対するパ

クリタキセル静脈内投与（１

週間に１回投与するものに限

る。）及びカルボプラチン腹

腔内投与（３週間に１回投与

するものに限る。）の併用療

法 

１件 ２６，０５２

診断料及び検

査料 

人間ドック １件 ４４，０００

人間ドックの際に追加して行

う各種検診 

１件 診療報酬の算定方法に

より算定した検査料、



 

  病理診断料等の額を勘

案して管理者が別に定

める額 

妊婦健診（精密検査を除く。）１回 ３，９９０

健康診断 １回 ４，１８０

新生児聴覚検査 １回 ３，０００

先天性代謝異常診断 １回 ７００

外部委託検査 １件 

 

実費を勘案して管理者

が別に定める額 

処置料 

 

 

 

 

 

 

人工妊娠中絶 

 

 

 

１回 

 

 

診療報酬の算定方法に

より算定した額を勘案

して管理者が別に定め

る額 

避妊リングの挿入（子宮内黄

体ホルモン放出システム） 

１回 ２２，０００

避妊リングの除去 １回 １１，０００

介補料 新生児介補 １日 ５，０００

予防接種料 各種予防接種 １件 診療報酬の算定方法に

より算定した薬剤料、

手技料及び初診料等の

額を勘案して管理者が

別に定める額 

その他の使用

料 

セカンドオピニオン １回 １１，０００

生命保険等に係る個別面談 １回 ４，９５０

 その他 その都度 実費を勘案して管理者

が別に定める額 

別表第１備考第１項中「１０８分の１００」を「１１０分の１００」に改める。 



 

  別表第２を次のように改める。 

別表第２（第２条関係） 

分類 種別 単位 料金（円） 

診断書料及び

証明書料 

普通診断書料 １通 １，８７０

恩給診断書料 １通 ４，９５０

刑事事件裁判所用診断書料 １通 ４，９５０

死亡診断書料 １通 ２，２００

死体検案書

料 

普通死体検案書料 １通 ３，６３０

変死体検案書料 １通 ３，６３０

生命保険診断書料 １通 ４，９５０

自動車損害賠償診断書料 １通 ４，９５０

自動車損害賠償医療費証明書料 １通 ３，８５０

障害等級認定書料 １通 ４，９５０

身体障害裁定診断書料 １通 ４，９５０

その他証明書料 １通 １，６５０

その他の手数

料 

診療情報録等の写し １枚 実費を勘案して管理者

が別に定める額 

その他 その都度 実費を勘案して管理者

が別に定める額 

   附 則 

 （施行日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日（以下「公布日」という。）から、第２条の規

定は平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の鳥取市立病院使用料及び手数料条例の規定は、公布

日以後の使用に係る使用料について適用し、公布日の前日までの使用に係る使用料

については、なお従前の例による。  



 

３ 第２条の規定による改正後の鳥取市立病院使用料及び手数料条例の規定は、平成

３１年１０月１日以後の使用に係る使用料及び申請に係る手数料について適用し、

同日前までの使用に係る使用料及び申請に係る手数料については、なお従前の例に

よる。  


